
 令和８年第２回教育委員会会議 報告事項（３） 

    

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県 

学校職員定数条例の一部を改正する条例」に対する意見） 

 

学校人事課  

 

令和８年第１回沖縄県議会に知事が提出した議案「沖縄県学校職員定数条例

の一部を改正する条例」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

29 条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催

する時間的余裕がなかったことから、令和８年２月２日に「沖縄県教育委員会

の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則」第７条第１項に基づき、

教育長による臨時代理により回答した。 

 

１ 「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」案の概要 

 「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」案は、県立高等学校、県

立特別支援学校及び県立中学校の職員並びに市町村立小学校及び中学校の職員

の定数を改正する議案である。 

【改正案の内容】 

沖縄県学校職員定数条例（昭和 47 年沖縄県条例第 52 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表県立高等学校の項中「3,988 人」を「3,992 人」に改め、同表県

立特別支援学校の項中「1,875 人」を「1,912 人」に改め、同表県立中学校の

項中「63 人」を「69 人」に改め、同表市町村立小学校及び中学校の項中 

「11,120 人」を「11,249 人」に改め、 同表合計の項中「17,046 人」を 

「17,222 人」に改める。 

※施行日 令和８年４月１日  

 

２ 臨時代理した意見の内容 

議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」は、児童生徒数の増

減等により、毎年度、学校職員定数を改めるものであることから、異議がない

旨を回答した。 








